
  

 

 

 １ 計画の根拠 

   次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく 

   特定事業主行動計画      

 

２ 計画の期間 

  令和３年４月１日から令和９年３月３１日まで（令和８年４月１日から計画期間１年延長） 

 

 ３ 計画の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
４ 対象職員 

   すべての職員（※計画に定める目標（数値目標）については、正職員のみ対象） 

 

５ 策定主体 
   各任命権者 

（市長、議長、選挙管理委員会、代表監査委員、消防長、教育委員会、農業委員会、水道事業管理者） 

 

 ６ 計画における目標 

①年次有給休暇の取得促進 

実施項目 
現在値 

（令和元年） 

数値目標 

（令和２年） 

数値目標 

（令和８年） 

年次有給休暇の 

平均取得日数 
９．７日 １２日 １４.８６日 

②時間外勤務の縮減・業務効率化 

実施項目 
現在値 

（令和元年度） 

数値目標 

（令和２年度） 

数値目標 

（令和８年度） 

職員一人あたりの 

各月ごとの 

平均時間外勤務時間 

１８．５時間 １２時間 １１時間 

③女性職員の幹部育成・登用 

実施項目 
現在値 

（令和２年度） 

数値目標 

（令和２年度） 

数値目標 

（令和８年度） 

管理的地位に占める 

女性職員の割合 
８．７% ８．０% １３．０% 

④男性の育児休業の取得促進 

実施項目 
現在値 

（令和元年度） 

数値目標 

（令和２年度） 

数値目標 

（令和８年度） 

男性職員の 

育児休業取得率 
１７．９% １０．０% １００% 

⑤男性の育児関連休暇の取得促進 

実施項目 
現在値 

（令和元年度） 

数値目標 

（令和２年度） 

数値目標 

（令和８年度） 

男性職員の 

配偶者出産補助休暇取得率 
８７．５% － １００% 

男性職員の 

育児参加のための休暇取得率 
３３．９% － １００% 

 

目指すべき職場 

すべての職員が働きがいをもっていきいきと活躍できる職場 

重点項目１ 

 

重点項目２ 

 

重点項目３ 

 

１ 

休暇の取得促進 

２ 

超過勤務の縮減 

・ 

業務効率化 

３ 

職場環境の整備 

・ 

職場復帰への支援 

４ 

多様な 

ワークスタイルの 

整備 

５ 

活躍を推進する 

配置・育成 

６ 

男性の 

育児休業等の 

取得促進 

ワーク・ライフ・

バランスの推進 

子育て・介護等と 

仕事の両立推進 

女性職員の活躍推進 

重点項目 取り組みの方向性 取り組みの内容 

年次有給休暇の 

取得促進 

時間外勤務の縮減 

・業務効率化 

管理職による 

マネジメントの徹底 

職場環境の整備及び配慮 

妊娠中及び 

出産後における配慮 

制度等の周知徹底 

多様な働き方の 

実現に向けた検討 

女性職員の採用拡大 

女性職員の 

活躍できる場の拡大 

女性職員の幹部育成・登用 

男性の育児休業の取得促進 

福島市特定事業主行動計画 概要 

男性の育児関連休暇の 

取得促進 

女性職員の健康上の 

特性に係る取組 
追加 

変更前１４日 

変更前１２時間 

間 

変更前１２．０% 

変更前８５．０% 

 

変更なし 

 

変更なし 

 


